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規
　
　
　
程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
三
号

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八　

局
事
務
事
業
に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
経
理
部
の
部
会
計
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第

七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八　

資
産
の
総
括
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
帳
簿
の
整
備
及
び
会
計
整
理
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
。

九　

資
産
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
帳
簿
の
整
備
及
び
会
計
整
理
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

第
三
条
の
表
経
理
部
の
部
資
産
運
用
課
の
項
第
一
号
及
び
第
五
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
会
計
課

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
総
務
部
の
項
中
「
財
政
調
整
担
当
課
長
」
の
下
に
「
及
び
下
水
道
危
機
管
理
専
門
課
長
」

を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
の
二
に
見
出
し
と
し
て
「
（
名
札
の
着
用
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
職
員
カ
ー
ド
」
を

「
名
札
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
四
を
第
六
十
四
条
の
五
と
し
、
第
六
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
六
十
四
条
の
四　

職
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
就
業
者
（
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
防
止
条
例
（
令
和
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
就
業
者
を
い

う
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷
惑
行
為
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
著

し
い
迷
惑
行
為
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

附　

則
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こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
五
号

東
京
都
下
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
、
公
印
管
理
者
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事
務

に
従
事
す
る
」
を
「
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
に
事
故
が
あ
る
場
合
」
を
「
が
不
在
で
あ
る
と
き
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

主
任
は
、
公
印
管
理
者
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
印
の
管
理
）

第
十
一
条　

公
印
管
理
者
は
、
公
印
を
常
に
公
印
箱
に
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、
紛
失
及
び
不

適
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
勤
務
時
間
外
に
あ
つ
て
は
、

金
庫
等
に
保
管
し
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
起
案
文
書
」
の
下
に
「
（
電
子
決
定
方
式
に
よ
り
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に

あ
つ
て
は
、
当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た

紙
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
照
合
」
の
下
に
「
（
以
下
「
公
印
照
合
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
照
合
し
た
」
を
「
公
印
照
合
を
行
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
公
印
刷
り
込
み
届
」
を
「
公
印
刷
り
込
み
申
請
書
及
び
必
要
な
事
項
を

記
入
し
た
第
七
号
様
式
に
よ
る
公
印
刷
り
込
み
文
書
等
処
理
簿
（
以
下
「
公
印
刷
り
込
み
文
書
等
処
理

簿
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
号
様
式
に
よ
る
公
印
刷
り
込
み
文
書
処
理
簿
」

を
「
公
印
刷
り
込
み
を
し
た
文
書
等
を
施
錠
で
き
る
書
庫
等
に
お
い
て
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、

公
印
刷
り
込
み
文
書
等
処
理
簿
」
に
改
め
、
「
公
印
刷
り
込
み
を
し
た
文
書
等
の
」
を
削
り
、
同
条
第

四
項
中
「
、
書
き
損
じ
、
汚
損
」
を
削
り
、
「
変
更
等
」
を
「
変
更
、
人
事
異
動
、
公
印
の
改
刻
等
」

に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な

つ
た
と
き
は
使
用
終
了
手
続
時
に
（
公
印
管
理
者
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
発
生
の
都

度
）
」
を
加
え
、
「
速
や
か
に
」
を
削
り
、
「
回
付
し
」
を
「
引
き
渡
さ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
回
付
」
を
「
引
渡
し
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
同
項
の
照
合
」
を
「
公
印
照
合
」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
７
号
様
式
（
第
1
2
条
の
２
、
第
1
2
条
の
３
関
係
）

刷
り

込
み

事
前

押
印

保
管

責
任

者
（

所
属

、
職

、
氏

名
）

文
書

の
種

類

公
印

名
公

印
番

号

刷
り

込
み

・
事

前
押

印
部

数

（（
印印

影影
貸貸

与与
・・

事事
前前

押押
印印

時時
：：

公公
印印

管管
理理

者者
等等

処処
理理

欄欄
））

印
影

貸
与

・
事

前
押

印
年

月
日

公
印

管
理

者
・

公
印

取
扱

主
任

印
影

貸
与

・
事

前
押

印

（（
印印

影影
返返

却却
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

等等
処処

理理
欄欄

））
※
刷
り
込
み
（
新
規
）
の
場
合
の
み
使
用

印
影

返
却

年
月

日
公

印
管

理
者

・
公

印
取

扱
主

任
印

影
返

却
確

認

（（
使使

用用
終終

了了
時時

：：
保保

管管
責責

任任
者者

記記
入入

欄欄
））

使
用

不
可

部
数

＋

残
部

数

＝

引
渡

し
部

数

※
各

部
数

を
処

理
簿

の
使

用
終

了
時

点
欄

か
ら

転
記

確
認

年
月

日
保

管
責

任
者

確
認

　
　
上
欄
記
載
の
部
数
が
現
物
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
使
用
終
了
し
ま
す
。

（ （
使使

用用
終終

了了
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

引
渡

し
年

月
日

引
渡

し
部

数
公

印
管

理
者

使
用

終
了

確
認

　
　
上
記
の
と
お
り
引
渡
し
を
受
け
、
使
用
終
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

年
月

日
受

入
部

数
（

納
品

等
）

払
出

部
数

（
交

付
等

）
使

用
不

可
部

数
（

書
き

損
じ

等
）

残
部

数
担

当
者

合
計

部
部

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

使
用

終
了

時
点

公
印

文
書

等
処

理
簿

備
考

第
６

号
様

式
（

第
1
2
条

の
２

、
第

1
2
条

の
３

関
係

）

文
書

記
号

・
番

号

年
月

日

刷
り
込
み

事
前
押
印

公
印

管
理

者

殿

保
管

責
任

者
所

属
職氏

名

（
公

印
省

略
）

下
記

の
と

お
り

公
印

を
刷

り
込

み
事

前
押

印
す

る
の

で
申

請
し

ま
す

。

申申
請請

すす
るる

公公
印印

公
印

名
公

印
番

号

対対
象象

文文
書書

文
書

の
種

類
文

書
の

用
途

部
数

部
刷

り
込

み
・

事
前

押
印

を
必

要
と

す
る

理
由

１
　

受
託

者
に

刷
り

込
み

の
発

注
を

、
行

わ
せ

る
。

行
わ

せ
な

い
。

２
　

受
託

者
に

刷
り

込
み

・
事

前
押

印
の

文
書

を
、

保
管

さ
せ

る
。

保
管

さ
せ

な
い

。

該
当

す
る

も
の

を
丸

で
囲

む
。

３
　

受
託

者
に

刷
り

込
み

・
事

前
押

印
の

文
書

を
、

交
付

さ
せ

る
。

交
付

さ
せ

な
い

。

刷
り

込
み

の
場

合
の

新
規

・
繰

越
し

の
別

刷
り

込
み

の
場

合
の

本
文

の
印

刷
の

色
刷

り
込

み
の

場
合

の
公

印
の

色

備
考

（ （
申申

請請
受受

付付
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

申
請

受
付

年
月

日
承

認
年

月
日

公
印

管
理

者
刷

り
込

み
・

事
前

押
印

承
認（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

公
印

記

事
務

処
理

を
委

託
す

る
場

合

申
請
書
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
公
印
規
程
別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
同
規
程
第
十
二
条
の
二
第
二
項
（
同
規
程
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
付
せ
ん
又
は
」
を
削
り
、
「
余
白
」
を
「
余
白

等
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
七
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四　

局
長
が
別
に
定
め
る
登
録
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
支
払
う
旅
費
に
相
当
す
る
経
費

第
八
十
一
条
第
七
項
第
一
号
中
「
領
収
印
を
徴
す
る
」
を
「
領
収
を
確
認
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
領
収
印
を
徴
し
た
」
を
「
領
収
を
確
認
し
た
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
八
号

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
に
関
し
、
そ
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
に

お
い
て
、
そ
の
後
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
を
当
該
入
札
の
二
十
四
日
前
か
ら
三
十
九
日
前
ま
で
の

間
の
い
ず
れ
か
の
期
日
ま
で
に
行
う
こ
と
を
示
し
た
場
合
に
は
、
当
該
そ
の
後
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

そ
の
示
し
た
期
日
ま
で
）
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
ま
で
）
」
を
削
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
に
よ

る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引

に
よ
る
契
約
で
施
行
日
以
後
に
入
札
執
行
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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